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契約職員就業規則 

 

第１章   総 則 

（目 的） 

第１条 この規則は、労働基準法（以下「労基法」という。）第８９条に基づき、公益財団法人

中部圏地域創造ファンド（以下、「この法人」という。）と契約職員の就業に関して守らなけ

ればならない規則及び労働条件一般について定めるものである。 

２ この規則に定めていない事項は、労基法その他の法令に違反しない範囲で、労使協議に

より処理する。 

（定 義） 

第２条 この規則で契約職員とは、１年以下の期間を定めて雇用される職員をいう。 

 （準用規程） 

第３条 前条及び正規職員就業規則第３条の規定にかかわらず、以下の正規職員用就業規則

条文及び賃金規程条文は、契約職員について準用する。 

 

正規職員就業規則準用条文 

条  文 内  容 

第４条 規則の遵守 

第５条 採用（例外あり） 

第６条 採用時の手続等（例外あり） 
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第７条 身元保証人（第２条第２項該当職員のみ） 

第８条 身元保証人の変更（第２条第２項該当職員のみ） 

第９条 試用期間（第２条第２項該当職員のみ） 

第３章各条 求職及び復職 

第１４条 解雇 

第１５条 退職勧奨 

第１６条 解雇制限 

第１８条 退職者の責務 

第５章各条 服務規程 

第２８条 １年単位の変形労働時間制 

第３７条 産前産後休業（第２条第２項該当職員のみ） 

第３８条 育児時間及び生理休暇（第２条第２項該当職員のみ） 

第３９条 育児休業及び育児短時間勤務等（第２条第２項該当職員のみ） 

第４０条 介護休業及び介護短時間勤務（第２条第２項該当職員のみ） 

第４１条 母性健康管理のための休暇等（第２条第２項該当職員のみ） 

第４２条 子の看護休暇及び介護休暇（第２条第２項該当職員のみ） 

第７章各条 教育規程 

第８章各条 懲戒規程 

第５4 条 慶弔見舞金 

第１１章各条 安全及び衛生（健康診断は条件該当者のみ） 

第１２章各条 災害補償 

 

賃金規程準用条文 

条  文 内  容 

第３章各条 基準外賃金 

第４章各条 控除 

第５章各条 賃金の計算、支払 

第１８条 休暇等の賃金 

第１９条 休業手当 

第２０条 一部就労した場合 

第２２条 不正受給者への措置 

第２３条 非常時払 

※第３章から第５章につき例外あり 

 

第２章 採 用 
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（採 用） 

第４条 契約職員の雇用は、正規職員就業規則による採用方法に拠ることが困難である場合及

びこの法人が特に必要とする業務に就かせるために正規職員就業規則の手続きに拠らないで行

うことがある。 

２ 前項に規定する契約職員として雇用される者は、次の各号に定める書類を提出しなけれ

ばならない。 

    1) 履歴書（自筆とし、３ヶ月以内の写真を添付） 

    2) その他この法人が必要と認める書類 

（提出書類） 

第５条 新たに法人に採用された契約職員は、正規職員就業規則第６条に定める書類を提出

しなければならない。 

（雇用契約） 

第６条 契約職員の雇用期間は１年以下で個別の契約により定め、雇用開始の日から５年を超

えない範囲で更新できるものとする。 

２ 前項の規定のかかわらず、契約職員が担当するプロジェクトの遂行に特に必要な場合は、

当該プロジェクトが終了するまでの間、５年を超えて更新することができる。 

３ 契約期間中又は契約更新時においてこの法人が必要と認め、かつ本人の書面による同意

を得た場合には、正規職員に登用する。 
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４ 契約期間中又は契約更新時において、この法人が必要と認め、かつ本人の書面による同意

を得た場合には、期間の定めのない契約に変更する場合がある。 

（無期労働契約への転換） 

第７条 この法人における有期労働契約期間を通算した期間（以下「通算契約期間」とい

う。）が５年を超える有期契約職員であって、引き続き雇用を希望するものは、この法人に対

し、期間の定めのない労働契約へ転換すること（以下「無期転換」という。）の申込みをする

ことができる。 

2  前項の申込みをしたときは、申込みをした有期契約職員は、現に締結している労働契約が

満了する日の翌日から無期契約職員となる。 

3  無契約職員の労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契約期

間及び定年の定めを除く。）と同一の労働条件とする。ただし、無期契約職員との合意のう

え、異なる労働条件を定めることができる。 

（雇止めと予告） 

 第８条 この法人は、雇用契約期間中に正規職員就業規則第１４、４３、４４条に規定する

事由に該当する事実があった場合には、契約満了日の３０日前までに契約の更新をしない旨

を通知する。 

（雇用契約の見直し） 
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第９条 この法人は、第２条第２号に該当する契約職員で、期間の定めのある雇用をする契

約職員については、雇用契約更新時毎に、本人と面談の上、前雇用期間の勤務態度、能力等

を勘案して、雇用形態の変更、雇用契約期間の変更、担当職務の変更、賃金の変更等を含

め、雇用契約全体を見直すものとする。 

２ 期間の定めのない契約職員については、雇用契約の見直しを毎年３月に行う。 

 

 

第３章 退職及び解雇 

（退 職） 

 第１０条 契約職員が次の各号の一に該当するときは退職とする。 

  1）１年未満の雇用契約期間のある契約職員が契約期間を満了したとき。 

    2）１年以上の期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したときで、下記の事由によ 

   り契約を更新しない場合。 

      (ア) 自己の都合により契約更新を希望しない場合 

      (イ) 雇用契約締結時にあらかじめ今回の契約で契約を満了することが明らかにされて 

    いる場合 

      (ウ) 雇用契約締結時にあらかじめ契約更新の回数が明らかにされ、その更新回数に到 

    達した場合 
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      (エ) 契約更新の際の労働条件で合意できなかった場合 

    3） 退職を希望したとき。 

     4） 本人が死亡したとき。 

２ 契約職員が自己の都合により退職しようとする時は、少なくとも１ヶ月前までに所属⾧

を経て退職願を提出し法人の承認を得なければならない。 

３ 前項によりこの法人の承認を受けた場合は、所属⾧又は所属⾧の指定した者に作業の引

継ぎをしなければならない。 

４ 契約職員の退職又は解雇の場合に契約職員から請求があった場合は、この法人は契約職

員の金品を請求のあった日から７日以内に返還する。契約職員死亡の場合は、その遺族に返

還する。  

 

第４章 賃 金 

（賃金の例外） 

第１１条 契約職員の賃金は、個別の契約により定める。 

（賞 与） 

第１２条 契約職員には、賞与は原則として支給しない。ただし、理事会の承認を得て、正

規職員の賞与支給日現在在籍している契約職員について、その勤務時間、勤務成績、職務内

容等を勘案して賞与を支給することができる。 
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（退職金） 

第１３条 契約職員には、退職金は支給しない。ただし、特に貢献度が高かった者につい

て、理事会の承認を得て支給する場合がある。 

（昇給の不実施） 

第１４条 契約職員については、昇給は行わない。 

 

第５章 勤務時間・休憩・休日・休暇 

（勤務時間及び休憩、休日） 

第１５条 始業、終業の時刻及び休憩時間は、契約職員ごとに個別の契約にて定める。ただ

し、労働時間は１日８時間かつ１週４０時間以内とする。また、１日６時間を超えて勤務する

契約職員については、休憩を少なくとも４５分付与する。 

２ 休日は、１週間に１日以上で、個別の契約により定める。 

（フレックスタイム制） 

３ 契約職員について、個別契約により次のようにフレックスタイム制を適用することができる. 

1）始業、終業及び休憩時間の時刻については、職員の自主的決定に委ねるものとする。この休憩

時間は、60 分とする。。 

2）清算期間は 1 箇月間とし、毎月1 日を起算日とする。 

3）標準となる 1 日の労働時間は、8 時間とする。 
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4）清算期間中の総労働時間は、次のとおりとする。 

月 128 時間を原則とし、個別の契約により定める。 

5）前号における勤務予定日は、前月末日までに契約職員が作成し事務局⾧の承認を受ける。 

6）勤務予定日を変更するときは、事前に職員が事務局⾧と協議して決定する。 

7）清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過したときは、法人は、超過した時間に対して時間

外賃金を支給する。また、時間外勤務が法定労働時間の総枠を超えた時間については、割増額

（125％）とする。 

8）その他の事項については労使で協議する。 

（年次有給休暇） 

第１６条 勤続年数に応じ、所定労働日の８割以上を出勤した契約職員に対して別表１に掲

げる年次有給休暇を付与する。 

２ 年次有給休暇を請求しようとする者は、原則として３日前までに、有給休暇申請書（社

内様式）により申し出なければならない。但し、業務の都合によりやむを得ない場合は、指

定した日を変更することがある。 

３ 急病等で当日やむを得ず有給休暇を取る場合は、必ず始業前に連絡をすること。この場

合、医師の診断書の提出を求めることがある。ただし度重なる場合は、この有給休暇は認めな

い。 
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４ 年次有給休暇が 10 日以上与えられた職員対しては、付与日から１年以内に、当該職員の

有する年次有給休暇日数のうち５日について、この法人が職員の意見を聴取し、その意見を尊

重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第２項又は第３項の規定

による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日から控除するもの

とする。  

５ 前項の規定にかかわらず、職員の過半数を代表する者との書面協定により、各職員の有す

る年次有給休暇のうち５日を超える日数について、予め時季を指定して与えることがある。 

６ 第１項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期

間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとし

て取り扱う。 

７ 年次有給休暇は、前年度付与分未消化のものに限り、次年度に限り繰り越すことができ

る。 

８ 年次有給休暇は１日単位で取得するものとする。但し、半日単位で取得することも差し支

えないものとする。 

９ 有給休暇の取得に際し、事前に申し出ができない場合であっても、この法人が承認した場

合には事後に申し出ることによって取得することができる。 

（慶弔見舞金） 
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第１７条 職員の慶弔、傷病、罹災の際の祝金、見舞金及び香料については、慶弔見舞金規

程に定めるとおりとする。 

（改廃） 

第１８条 この規則を改廃する場合は、全職員の過半数を代表する者の意見を聴いてこれを行

なうものとする 。 

付 則 

この規則は平成３１年３月２１日から施行する。 

付 則 

この規則は２０２２年７月２７日から施行する。 

付 則 

この規則は２０２６年１月９日から施行する。 

 

別表１ 年次有給休暇  

 週所定労働日数 5 日 4 日 3 日 2 日 1 日 

 1 年間の所定労働日数 217～260 169～216 121～168 73～120 48～72 

 

勤
 

 
続

 
 

年
 

 
数

 

6 ヶ月 10 日 7 日 5 日 3 日 1 日 

 1 年 6 ヶ月 11 日 8 日 6 日 4 日 2 日 

 2 年 6 ヶ月 12 日 9 日 6 日 4 日 2 日 

 3 年 6 ヶ月 14 日 10 日 8 日 5 日 2 日 

 4 年 6 ヶ月 16 日 12 日 9 日 6 日 3 日 

 5 年 6 ヶ月 18 日 13 日 10 日 6 日 3 日 

 6 年 6 ヶ月 20 日 15 日 11 日 7 日 3 日 
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 ７年 6 ヶ月 20 日 15 日 11 日 7 日 3 日 

 8 年 6 ヶ月 20 日 15 日 11 日 7 日 3 日 

 9 年 6 ヶ月 20 日 15 日 11 日 7 日 3 日 

 


